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２００７年後期講座「共同研究・経済学専攻科」

「命名権（naming rights）」について

瀬戸本浩志

はじめに

1980年代以降に米国で定着した主としてスポ－ツ施設の建設、運用資金調達のための手

法として命名権ビジネスがある。施設の名称にスポンサ－企業の社名やブランド名を付与

する広告概念である1)。日本では命名権ビジネスは、2003年３月に東京スタジアムと味の

素との間で契約が結ばれ、スタジアムの名称が「味の素スタジアム」に変わり、その契約

内容は５年間で金額は１２億円と言われていた。これを契機にこのビジネスは企業側に注

目されて次第に契約件数が増加、盛んになってきた。ネ－ミングの広告効果と企業側の費

用と効果の判断でビジネスとして成り立っているのである。

今、盛んに議論されている地域格差の中で、財政難にあえぐ地方自治体の命名権に対す

る関心度合は強いが、一方で地域社会の文化、特徴、成熟度をも問われており、課題も多

く抱えている。経済学の基礎的問題である「何を」「いかに」「誰のために」と言う問題

の解決にどう取り組むかが大切であるが、広告の心理過程は注目、関心、欲望、行動のプ

ロセスで展開していく。このため企業戦略と広告における標的市場の設定は重要であるが、

最終的には命名権取得も広告媒体の価値があるかどうかの判断で取り決める必要があろう。

１ 命名権の動向と実態

経済学は合理的な人間行動を仮定しているが、現代の消費者には特にブランド選択や衝

動買いに見られるように非合理的な心理があり、その傾向や行動は日常数多く見られる。

したがって広告戦略は大変難しい。

命名権を購入する企業は、広告効果を承知しているから対応するのであり、メディア等

ＮＨＫまでが毎日、社名を無料でＰＲしてくれるネ－ミング広告は、安上りの広告手法で

ある。現在の命名権取引では、施設所有者とスポンサ－企業が直接取引を行うケ－スと、

施設所有者とフランチャイズ契約を結んだプロチ－ムがスポンサ－企業と直接取引を行う

ケ－ス、の２種類がある2)。前者は、施設所有者の多くが公共団体であるため、施設収入

を増やし納税者の負担を軽減することが目的で、後者の場合はプロチ－ムは従来のチ－ム

スポンサ－からの収益を確保しつつ、命名権販売によって新たな収入源を得ることができ

るのである。

さらに、スポンサ－企業には広告効果と、従業員に対する無料チケットの割り当てとい

った福利厚生上のメリット、他の飲料メ－カ－やレストランに納入権を与えるビジネス機

会、施設内でのイベントを通した販促等のプロモ－ション機会が与えられる。

１）命名権を活用した施設は公共施設等の急増により多地域にわたっており、いまだビ
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ジネスとしては歴史は浅いが、2006年以降に契約締結が多い状況で活発化している。その

内容は下記の通りで展開しているが、メディアへの露出度の高・低が企業側の判断材料で

ある。

「新名称」 「正式名称・旧名称」 「命名権取得企業」 「契約期間」

住友金属ゲ－ト ｶｼﾏｻｯｶ-ｽﾀｼﾞｱﾑ2番ｹﾞ-ﾄ 住友金属工業 2006年4月～

ﾌﾙｷｬｽﾄｹﾞ-ﾄ 富士ｽﾋﾟ-ﾄﾞｳｪｲｲﾍﾞﾝﾄ広場通路 フルキャスト 2006年4月～2007年3月

京ｾﾗﾄﾞ-ﾑ大阪 大阪ド－ム 京セラ 2006年7月～2011年3月

ﾀﾞｲﾄﾞ-ﾄﾞﾘﾝｺｱｲｽｱﾘ-ﾅ 東伏見アイスアリ－ナ ダイド－ドリンコ 2006年10月～2009年9月

渋谷C.C.Lemonﾎ-ﾙ 渋谷公会堂 サントリ－ 2006年10月～2011年9月

宮城県ENEOSの森 宮城県有林の一部 新日本石油 2006年10月～2011年10月

ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙﾄﾞ-ﾑ 西武ド－ム ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙ･ｸﾞﾙ-ﾌﾟ 2007年1月～2011年12月

ﾄ-ﾖ-ﾀｲﾔﾀ-ﾝﾊﾟｲｸ 箱根タ－ンパイク 東洋ゴム工業 2007年3月～2012年2月

ﾎ-ﾑｽﾞｽﾀｼﾞｱﾑ神戸 神戸ウイングスタジアム ネクスト 2007年3月～2010年2月

東北電力ﾋﾞｯｸｽﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 新潟スタジアム 東北電力 2007年3月～2010年3月

日本ｶﾞｲｼｽﾎﾟ-ﾂﾌﾟﾗｻﾞ 名古屋市総合体育館 日本ガイシ 2007年4月～2012年3月

真駒内ｾｷｽｲﾊｲﾑｱｲｽｱﾘ-ﾅ 真駒内公園屋内競技場(真駒内ｱｲｽｱﾘ-ﾅ) 北海道ｾｷｽｲﾊｲﾑ 2007年4月～2010年3月

真駒内ｾｷｽｲﾊｲﾑｽﾀｼﾞｱﾑ 真駒内オ－プンスタジアム 北海道ｾｷｽｲﾊｲﾑ 2007年4月～2010年3月

鳴門･大塚ｽﾎﾟ-ﾂﾊﾟ-ｸ 徳島県鳴門総合運動公園 大塚製薬 2007年5月～2012年5月

ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 大塚製薬 2007年5月～2012年5月

ｵﾛﾅﾐﾝC球場 徳島県鳴門総合運動公園野球場 大塚製薬 2007年5月～2012年5月

ﾅｯｸﾌｧｲﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ大宮 さいたま市大宮公園ｻｯｶ-場 ｴﾌｴﾑﾅｯｸﾌｧｲﾌﾞ 2007年5月～2013年5月

ﾎｯﾄﾊｳｽｽ-ﾊﾟ-ｱﾘ-ﾅ 宮城･県総合運動公園総合体育館 － 2007年４月＊

ﾕｱﾃｯｸｽﾀｼﾞｱﾑ仙台 宮城･仙台ｽﾀｼﾞｱﾑ － 2006年＊

NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ山形 山形･県総合運動公園陸上競技場 － 2007年４月＊

ﾀﾞｲｴ-ﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟ-ﾙ 新潟･県立長岡屋内総合ﾌﾟ-ﾙ － 2008年４月(予定)＊

ﾌｸﾀﾞ電子ｱﾘ-ﾅ 千葉･蘇我球技場 － 2005年＊

味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ 東京･東京ｽﾀｼﾞｱﾑ － 2003年＊

日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 神奈川･横浜国際総合競技場 － 2005年＊

中京大学文化市民会館 愛知･名古屋市民会館 － 2007年７月＊

ｽｶｲﾏ-ｸｽﾀｼﾞｱﾑ 兵庫･Yahoo!BBｽﾀｼﾞｱﾑ － 2005年＊

ALSOKﾎ-ﾙ 広島･県立文化芸術ﾎ-ﾙ － 2007年７月＊

ｻ-ﾊﾟｽｽﾀｼﾞｱﾑ 香川･県営野球場 － 2007年５月＊

ｱｸﾞﾘあなんｽﾀｼﾞｱﾑ 徳島･南部健康運動公園野球場 － 2007年５月＊

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｱときわﾎ-ﾙ 徳島･男女共同参画交流ｾﾝﾀ-内のﾎ-ﾙ － 2007年６月＊

iichiko総合文化ｾﾝﾀ- 大分･県立総合文化ｾﾝﾀ- － 2005年＊

宝山ﾎ-ﾙ 鹿児島･県文化ｾﾝﾀ- － 2006年＊

出所：①「広告白書、2007」日経広告研究所、2007年、２６頁より作成。

②「＊」印は朝日新聞平成１９年７月１３日記事より作成、「新名称」「旧名

称」「新名称使用開始時期」の順で表す。
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２）企業側の思慮もそれぞれあるが、当事者同士で紆余曲折しながら締結した実態につ

いて、具体的な内容は次の通りである3)。

①「プロ野球楽天の本拠地で、人材派遣大手フルキャストとの命名権契約が解消された宮

城球場（仙台市）で2007年１０月９日、入り口正面の「フルキャストスタジアム宮城」

の看板が撤去された。県と球団は１２月中にも命名権の新たな契約先を選定する方針で

ある」とあり、さらに、「プロ野球楽天の本拠地、県営宮城球場（仙台市）の命名権は、

宮城県の広告審査委員会が開かれて、売却先に日本製紙（東京）が決まった。県内外の

３社が応募していたが、経営状況や過去の法令違反を調査した上で、県内に生産拠点を

構える同社がふさわしいと判断した。契約期間は2008年１月１日から。」と報じている。

②新潟県はハコモノ施設だけではなく、「県道」への命名権導入を検討中である。

③栃木県は2006年１２月文化センタ－や水族館など４施設を公募したが買い手がつかない。

④千葉市蘇我球技場の命名権を2005年に購入した医療機器メ－カ－「フクダ電子」の今年

度契約金は８千万円で話題になり、知名度の上昇につながった。

⑤東京都渋谷区が運営する渋谷公会堂が「渋谷Ｃ．Ｃ．Ｌｅｍｏｎホ－ル」に名前を変え

た。渋谷区の場合は、渋谷公会堂はさして赤字を垂れ流ししてはいないが、今後の税収

減を見越して決定したことで、区には年間で8000万円が入る。地方都市等でのバス停に

私企業の名前が付くことには、大きな抵抗は少ないだろうが、区民全体の共有物である

公民館に企業名が付くことには抵抗がある。使用料を支払うことで、自社の製品を掲げ

ることには、地元区民からすれば違和感をもつ人が多いかも知れない。

⑥横浜市・横浜国際総合競技場の命名権は日産自動車が契約、「日産スタジアム」として

2005年から５年間、４億7000万円／年で、総額２３億5000万円の収入を横浜市は得た。

⑦名古屋市民会館が中京大学文化市民会館に改称された際の契約は５年間で年間５千万円

である。

⑧広島市は広島市民球場の命名権売却を断念した過程がある。それは市民の要望を受けて

経済界の寄付で建設された為、名前を残して、と言う声が多く寄せられたからである。

⑨徳島県から鳴門総合運動公園の命名権を購入した大塚製薬は、鳴門市が発祥の地で企業

のイメ－ジアップを期待している。

⑩佐賀県は2006年６月より体育館と総合運動場の２施設で公募中だが、スポンサ－は決ま

っていない。

⑪インタ－ネット広告会社のサイバ－エ－ジェントが、伊豆・熱川温泉の老舗旅館ホテル

カタ－ラ福島屋の命名権を取得し、2007年７月からホテルの名称をサイバ－エ－ジェン

トが運営するブログ「アメ－バ（アメブロ）」にちなんで「アメ風呂温泉ホテルカタ－

ラ福島屋」にした。ブログ会員やサイト利用者に独自の宿泊キャンペ－ンを提供して親

近感をもってもらう展開をしている。

⑫米国の大リ－グで活躍しているイチロ－選手の所属チ－ムであるシアトル・マリナ－ズ

の「セ－フコ・フィ－ルド」は有名であるが、シアトルに本社のある保険会社「セ－フ

コ」が協賛企業であり、その名前を冠にしている。

なお、政府は、2006年５月財政再建を理由に独立行政法人が運営する国立施設の命名

権売却に乗り出すと表明しており、自民党のプロジェクトチ－ムも2006年春、命名権で

1000億円の売却収入という目標を掲げている。また、国立競技場などを運営する日本ス
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ポ－ツ振興センタ－は大型スポ－ツ施設への導入の是非を検討している。

一方、以上の内容とは掛け離れた実態として米国では、「米国フロリダ州で発見された

新種のチョウの命名権がインタ－ネットで売り出され、４万800ドル（約440万円）で競

り落とされた。1972年に亡くなったオハイオ州の女性の名前の一部「ミネルバ」を取り、

「ミネルバ・フクロウチョウ」と名付けられた。女性の孫が命名権の取得を望んでいた

というが、落札者の名前や女性との関係は明らかにされていない。命名権売却による利

益はメキシコのチョウの研究に使われる。」と言う内容の記事もあった4)。このように

対象物を幅広く考えることも視点を変えれば興味をひくが、いずれにしても企業側にと

って命名権は、ＮＨＫ他メディアに施設名がニュ－スやテレビ中継等で取り上げられれ

ば、一層知名度アップにつながり、社名や商品をひろく印象づけることが出来るのであ

る。まさに、企業側からは広告効果の期待があり、地域では具体的な施設運営の一つの

手法として注目されて、次第に定着と共に検討も含め対象の広がりを見せている実態が

ある。

２ 広告業界の動向と環境

広告業界の環境は、生活者の変化と同様に変化している。家庭から一歩外へ出た後に接

する様々なメディアをＯＯＨ（out of home）広告と総称している。このＯＯＨ広告を家庭

外で接する広告の集合ととらえると、「屋外」「交通」「ＰＯＰ」「展示・映像他」の市

場は、合わせて１兆５４４億円で、全体の１８％を占めている。2006年の広告費全体5)で

は、59954億円、前年比100.6％の実績で、媒体別の内訳は、★マスコミ４媒体広告費（新

聞、雑誌、ラジオ、テレビ）：35778億円、前年比98.0％、★ＳＰ広告費（セ－ルスプロモ

－ション関連媒体）：20002億円、前年比100.9％、★衛星メディア関連広告費（衛星放送、

ＣＡＴＶ、文字放送等）：544億円、前年比111.7％、★インタ－ネット広告費（インタ－

ネットサイト上の広告の掲載費、モバイル広告を含む）：3630億円、前年比129.3％、であ

る。なお、2006年の業種別広告費（マスコミ４媒体広告費）の上位５業種を考察すると、

「化粧品・トイレタリ－」：35546千万円、「食品」：29428千万円、「金融・保険」：28

738千万円、「交通・レジャ－」：28281千万円、「飲料・嗜好品」：27211千万円の順であ

った6)。

１）ＯＯＨメディアの関心は高まりをみせており、そのきっかけの要因は、生活者の変化、

広告主の変化、ＯＯＨ媒体の変化、が考えられる7)。

①生活者の変化：生活者の外出時間の増加がある。店舗、街の２４時間化や魅力的なエン

タ－テイメントの増加や労働時間、レジャ－時間が増加したことが要因として考えられ、

外出時間の拡大に伴って、ＯＯＨメディアへの接触率が高まった。

②広告主の変化：広告主は多様なキャンペ－ン目的を達成するために、ト－タルのメディ

ア計画・企画が必要になり、拡大を促した。生活者の時間、場所、場面、気分を考えて

最も効果的な接点を選択して、広告を接触させる考え方が大切になった。

③ＯＯＨ媒体の変化：ＯＯＨメディア自体の変化である。鉄道会社の変化、行政・法令の

規制緩和、行政の民間活用の活発化、都市圏における大規模再開発、技術革新、が挙げ
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られる。

（ア）鉄道会社の変化

鉄道事業と生活サ－ビス事業（広告事業、駅なかビジネス、駅外の賃料等）の収益

拡大を狙い、資産の活用、広告や駅なかの開発・有効活用、の推進が必要になった。

（イ）行政・法令の規制緩和

広告等を排除して、きれいな景観を作り出して維持、保全していく地域と、地元商

店街等と協力して広告を活用して活気ある街なみを形成する地域の二極化になった。

（ウ）行政の民間活用の活発化

税収の減少や財政再建をにらんだ自治体などの民間活力の利用も盛んである。命名

権に関心が高まったのも当然のなりゆきである。

（エ）大規模開発や技術開発では、六本木ヒルズや表参道ヒルズ等新しい人気スポットが

完成して、新たな開発が行われるたびに、新たなメディアが次々と生まれてくる現

象がある。また、様々な技術革新は新しい表現方法の可能性を拡大している。

企業側は当然ではあるが環境変化にともない、最適効果を考慮して具体的な展開策を

決定するのである。

２）広告の現象については歴史、地域、社会、そこに暮らす人々と共にいろいろな形態を

とって存在して、人々の価値観、利害関係等を前提にして成立している。企業は商品、

サ－ビスの性能、価格、特徴を伝えるために、あるいは企業イメ－ジやブランドイメ－

ジを伝えるために広告を用いるのである。製品広告をとるか、企業広告で展開するか、

判断することが重要である。企業の売上高の増大や市場のシェア・アップに貢献するマ

－ケッテイング機能があり、需要を刺激する活動の一環である。

３）日経広告研究所が有力企業の広告宣伝費について、その展開策の動態調査を対象企業

434社に2006年１１月－１２月にかけて行っているが、有効回答数256社（回答率59.0

％）の集計結果は下記の内容であった8)。

①ブランド構築のための活動

商品ブランド、企業ブランドに対してともに、長期的視点からブランドを管理する、ブ

ランド構築の視点から広告を製作する、ブランド構築の視点から媒体戦略をしている、

の以上３点の内容が上位を占めている。

②重視する広告活動、あるいは取り組む課題

効率的な媒体計画、販売に直結する広告活動、企業イメ－ジの向上と管理、広告表現戦

略の強化、広告効果の測定、の５項目が重要な取組姿勢としてあげられている。

③媒体選択の基準

視聴者・読者の年齢層や基本属性、媒体の到達率、広告予算との兼合い、カバ－エリア

の効率性、タイム・スペ－ス料金およびコストパフォ－マンス、視聴者・読者のライフ

スタイルや特性、過去の出稿実績、発行部数など媒体デ－タの明確さ、番組・記事の特

質や信頼性、資料請求の集計や広告効果測定、などが特に重視している上位１０項目で

ある。

④広告予算の決定に際しては、重点的に下記の５項目を注視している。
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（ア）前期の売上高や利益に基づいて

（イ）予算期内の予想売上高や利益に一定比率を乗じて

（ウ）各事業部や商品について提示された要求に基づいて

（エ）前期の広告予算実績に一定比率を乗じて

（オ）商品の認知度など目標を設定し、それに応じて

３ 自治体の環境と広告の法規

地方自治体の財政状況は厳しい環境にあるが、総務省側は実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率、将来負担比率について具体的な判断指標を定めている。したがっ

て、自治体側は知恵をしぼった展開策を講じていかなければならない。運営については実

態に合致して正確、透明が要求されているが、連結体制となって経済の活力と環境のよさ

の両立をめざす動きが広がっている。環境や財政の悪化で後世にツケを回すことがないよ

うな地域づくりに取り組む都市が増えて、都市の総合力を見るうえで経済、環境、生活の

バランスがますます重要になってきた。日本経済新聞2007年１２月１５日付け記事による

と、環境の良さと経済の活力を両立させながら生活面でも快適に過ごせる都市は、東京・

三鷹市が全国対象で首位で、以下東京・武蔵野市、埼玉・戸田市、千葉・浦安市、愛知・

豊田市、が上位５都市であった。全体的に考察すると、上位地域は自動車関連産業が集積

して経済が好調な中部圏と首都圏の都市が占めていた。

また、「景観法」「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」「都市緑地保

全等の一部を改正する法律」の景観緑三法成立に伴い、2004年１２月に改正屋外広告物法

が施行された。景観行政団体である市町村は屋外広告物に関する独自の条例制定が可能に

なったので従来に比べて実効性を高めた改正内容である。当然、景観重視で広告物を規制

しているが、ＯＯＨメディア広告関係はキャンペ－ン対応型都市圏のメディア活用、媒体

社の変化や法令等の規制緩和、行政の民間活用活発化等の要因で増加している。

１）財政不足に頭を痛めている自治体は、税収の大幅な伸びは見込みにくいうえ、国庫補

助金や交付金の積み増しも難しい実情があるが、目下強力に収益拡大を図るために推進

中の横浜市の事例を考察すると下記の通りである9)。横浜市は市が所有する有形、無形

の資産を企業広告や販売促進に活用することを狙っている。

①横浜国際総合競技場の命名権を日産自動車に売却した。またＪＲ横浜駅付近に日産自動

車本社の誘致に成功している。

②その他の主な内容として、

（ア）ホ－ムペ－ジ上の広告枠で2005年度収入が2300万円あった。

（イ）「広報よこはま」の広告枠は毎月150万部発行、入札方式で広告会社を決め、2006

年度の落札額は約3200万円であった。

（ウ）行政情報「暮らしのガイド」は2005年度からサンケイリビング新聞社と共同で製作

・発行する形式に変更して経費減を図っている。

（エ）封筒、パンフレット、チラシなどの印刷物への対応、街路灯への広告フラッグ

（旗）、及び地下通路等の壁面広告等推進・展開をしている。
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等注視しながら実質効果を図っている。

２）「広告六法」10)として消費者基本法、民法、不正競争防止法、景品表示法、著作権法、

商標法があるが、広告と法規の接点をさぐっていくと、200件に及ぶ関連法規があり、日

常の広告業務と関連性の高い法規は、公正な競争、権利保護、消費者保護、生活情報社

会対応の４視点でとらえている。屋外広告物の規制は多くの法律、条令によって実施さ

れているが、規制の基本的な目的は美観風致の維持と安全性の保持の２点である。

①屋外広告物法での屋外広告物は、常時または一定期間、屋外で公衆に継続して表示され

るもので、看板、広告塔、広告板、建物などに掲出または表示されたものを指している。

都道府県は都市計画法、文化財保護法、森林法、景観法などの関係から物件の設置につ

いて、禁止または制限できるのである。

②景観法を活用して建築物の外観やデザインを規制する自治体が増えてきた。これは地域

の事情にあわせて、景観保全に関する独自の規制が自治体に大幅な裁量権を持たせたこ

とにより、可能になったのである。景観法の枠内であれば、自治体の制定する条例も一

層法的効果を持つことになる。この景観法に基づく独自規制を制定して、実施できるの

が「景観行政団体」であるが、都道府県、政令指定都市、中核市などは自動的にこの

「団体」となり、東京都２３区やそれ以外の市町村は都道府県の同意を必要としている。

４ 命名権に対する課題

多くの企業は「会社」は、単に株主だけのものではなくステ－クホルダ－全体のもので

あると主張している。したがってその企業が単に使用料を支払うことで、あたかも自社の

施設風に会社名や商品名を掲げることには、容認しづらく違和感があるであろう。

１）公設施設の名称を金額だけで売り渡すのは、その地域社会の未熟さを示すものである。

地域に於けるプライドがあろうから真剣に考えるべきテ－マでもある。一概に否定すべ

きではないが、一種の流行的な状況で安易に流れてしまうのには不安がある。企業名や

商品名がついた施設がやたら増えたら、文化的に貧しいことにもつながるし、慣れ親し

んだ名前が変わることへの反発があろう。メディアへの露出率の高い施設は、知名度ア

ップに即効性があるが、企業側のメリットは何かを慎重に検討する必要がある。

２）一般的には公共イメ－ジを損なうことへの拒否感は強い。従来は文化に金を出しても

自分の名前は出さない、出そうとしない風潮であった。善行は隠れてしたほうが価値が

ある、これ見よがしに善行をひけらかすのは偽善を疑われる可能性があった。しかしな

がら、現在は皆がスポンサ－になって表に出たがり、金のために名前も売りますとなっ

て、文化的に貧しいことはおそまつである。また、企業名を付けることで、同業他社が

スポンサ－の大会から逃げることも考えられることから、メリットだけとは限らない場

面がある。最近の風潮からすれば、環境が変化したと言ってしまえばそれまでだが、コ

マ－シャリズムに対する健全な抵抗感が薄らいで、内容によってはなくなってきた感じ

がある。
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３）文化が景気をリ－ドするのである。他方、多岐にわたる命名権取得施設等の増大は文

化の貧しさの表れであると考えることが出来る。したがって、産業構造の変化、成長分

野への見極めが課題であると同時に大切である。文化は情報通信、交通、観光、教育、

街づくり等裾野が広く、かつ投資の相乗効果が大きいことから、地域資源の歴史や自然、

等に注視することが重要であり、また、地域ブランド等地域固有の魅力を生み出す大切

な源泉であることに留意しなければならない。

おわりに

いまだ、ビジネスとしての歴史は浅いが、命名権は次第にその効果が認められつつあり、

最近の事例で２件変化が生じた内容の記事があった。日本経済新聞2007年１２月２１日付

け記事に、「宮城県と楽天野球団は製紙大手の日本製紙による命名権取得が内定している

プロ野球楽天の本拠地、県営宮城球場（仙台市）の新名称を「日本製紙クリネックススタ

ジアム宮城」とする方針を決めた。」とあった。契約期間は2008年１月から３年間で、購

入金額は年間２億円以上が条件であり、新名称には日本製紙子会社、日本製紙クレシアの

ティッシュペ－パ－の商品名を取り入れた。さらに、日本経済新聞2007年１２月２３日付

け記事には、グットウィル・グル－プがプロ野球「西武ライオンズ」にド－ム球場と２軍

チ－ムの命名権返上を申し入れていることが２２日分かった、とあった。子会社のグッド

ウィルが厚生労働省から事業停止処分を受ける見通しになり、社会的な信用が失墜すれば

契約は維持出来ないと考えたもようで西武側も応じる構えとのこと。契約期間は５年で総

額約２５億円とみられ、わずか１年の中途解約だが、西武側は命名権の認知度が高まり新

たなパ－トナ－探しは困難ではない、とみている。

横浜駅ＪＲ線プラットホ－ム上に「日産スタジアム」への道順を示す最寄り駅案内の天

井から吊した看板が目に入った。関心度合が低ければ何ら気にかけないものであるが、命

名権取得の一端として効果を上げているのである。おのずから今後とも命名権ビジネスは

多岐にわたって展開していくだろうが、大勢の人が注目して集まる、といった媒体価値を

有した場所の推進策は熟慮が必要であり、景観は国民共通の財産である。良好な景観の保

全、創造を促進して、環境を整備することが地域や産業の活性化に役立つのである。

注 １）「知恵蔵2007」朝日新聞社、2007年、1017頁より作成

２）前掲書、朝日新聞社、2007年、1017頁より作成

３）「広告白書2006」日経広告研究所、2006年、４６頁、「広告白書2007」日経

広告研究所、2007年、２６頁、岡田米蔵他「広告法規」商事法務、2006年、

204頁、朝日新聞2007年７月１３日、同１２月８日付け記事、日本経済新聞

2006年１０月３１日、同2007年１０月１０日付け記事、よりそれぞれ作成

４）日本経済新聞2007年１１月２５日付け記事

５）前掲書、日経広告研究所、2007年、４７頁、４８頁より作成

６）前掲書、日経広告研究所、2007年、５０頁より作成

７）「電通広告年鑑’06～’07」電通、2006年、221頁、223頁より作成



- 9 -

８）前掲書、日経広告研究所、2007年、217頁、218頁、220頁、225頁より作成

９）前掲書、日経広告研究所、2006年、４３頁、４４頁より作成

１０）前掲書、商事法務、2006年、４１頁～４３頁より作成
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